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令和５年度（下半期）定期監査結果報告書 

第１ 監査の対象 

対象部局等 対象期間 

地域振興部  地域政策課 令和５年度（令和５年８月末現在） 

生活環境部  環境先進都市推進課 令和５年度（令和５年９月末現在） 

こども未来部 【保育所】 

       寺⻄・⻄条東・⾼屋東・ 

       志和堀 

       【認定こども園】 

       たけに・くば・とよさか 

       【幼稚園】 

       御薗宇 

令和５年度（令和５年９月末現在） 

都市部    建築指導課 令和５年度（令和５年１０月末現在） 

消防局    竹原消防署 

       大崎上島消防署 
令和５年度（令和５年８月末現在） 

学校教育部  東広島学校給食センター 

       ⻄条学校給食センター 
令和５年度（令和５年１０月末現在） 

生涯学習部  文化課 令和５年度（令和５年１１月末現在） 

第２ 監査の期間 

 令和５年１０月１３日から令和６年３月２１日まで 

第３ 監査の着眼点 

 財務及び事務事業の執行等が法令に適合し正確であるか、効率的かつ効果的に行われている 

か。 

第４ 監査の実施内容 

 監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、関係資料の検査・照合により審査す 

るとともに、実地調査及び関係職員からの説明聴取を実施した。 

 なお、監査は東広島市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

第５ 監査の結果 

 第１から第４に掲げる事項のとおり監査した限りにおいて、事務は、関係法令等に従いおおむ
ね適正に執行されていた。なお、軽微な事務処理誤り等については、監査時に改善を求めた。 
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